
第86回定時株主総会招集ご通知に際しての

インターネット開示事項

第８６期
（2019年４月１日から2020年３月31日まで）

「業務の適正を確保するための体制
及 び 当 該 体 制 の 運 用 状 況 」

「連結株主資本等変動計算書」

「 連 結 注 記 表 」

「 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書 」

「 個 別 注 記 表 」

法令及び当社定款第19条の規定により、上記の事項につきましては、イ
ンターネット上の当社ホームページ（https://www.eidai.com/）に掲載
することにより、株主の皆様に提供しております。



業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況
(1) 業務の適正を確保するための体制についての決定内容

　取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社

の業務の適正を確保するための体制についての決定内容は以下のとおりです。

①当社取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための

体制

イ．当社の全ての取締役及び従業員は、社会規範、倫理、法令などの厳守により、公

正かつ適切な経営の実現と市民社会との調和を図る。この実践のため、「永大産

業企業行動憲章」及び「コンプライアンス・マニュアル」を制定し、取締役は率

先垂範して会社全体の企業倫理の遵守及び浸透を図る。

ロ．「コンプライアンス委員会規程」に基づき、社長を委員長、顧問弁護士を委員に

含むコンプライアンス委員会を設置し、年２回の委員会で、推進方針の策定と発

生した問題に対する検証及び再発防止策を協議する。

ハ．総務部法務コンプライアンス室が全社におけるコンプライアンスの推進・統括を

担い、コンプライアンス体制の整備及び問題点の把握に努める。

ニ．各部門にコンプライアンス責任者を配置し、コンプライアンス活動の具体的対策

並びにコンプライアンス教育を実施する。法務コンプライアンス室はこれらの活

動状況を確認し、コンプライアンス委員会に報告を行う。

ホ．内部監査室は法務コンプライアンス室と連携して、各部門の業務活動が適正に遂

行されているかを監査し、不適切な事項を発見した場合には、改善の勧告・指導

を行うとともに法務コンプライアンス室へ報告する。

ヘ．「内部通報者保護規程」に基づき、内部通報の窓口を法務コンプライアンス室と

社外の顧問弁護士事務所に設置し、通報した人が不利益な処遇を受けないよう適

切な運用を行う。

②当社取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

イ．取締役の職務の執行に係る情報（取締役会議事録、稟議書等）は文書（電磁的記

録を含む）によって保存する。
 

ロ．その取扱いについては「文書取扱規程」に基づき、適切に保存及び管理を行い、

必要に応じて常時閲覧可能な状態にする。

③当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

イ．「経営危機管理規程」に基づき、当社及び子会社（以下、当社グループという）

のあらゆるリスクに備えた損失の未然防止と、事故発生時の被害を極小化するた

めに適切な対応を図る。
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ロ．事故発生時には、原則として社長を本部長とする対策本部を設置し、当社グルー

プでの連携を図りながら顧問弁護士や専門家の意見を参考に損害の拡大を防止す

ることで、迅速に危機の解決並びに回避を図る。

④当社及び子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

イ．当社は毎月１回の定例取締役会と必要に応じて開催する臨時取締役会に重要事項

を付議する。付議すべき重要事項については「取締役会規則」、「決裁権限基準」

に規定する。子会社においても「決裁権限基準」を定め、重要事項については定

例取締役会及び臨時取締役会に付議する。

ロ．取締役会においては、重要事項についての意思決定を行うほか、当社グループの

経営方針及び経営戦略について中長期的な見地から建設的な議論を行う。その他、

経営陣の意思疎通と情報共有の円滑化のために執行役員会議等を開催し、迅速か

つ的確な判断を下す体制を整える。

ハ．取締役会の決定に基づく業務執行については「組織職制規程」、「業務分掌規程」

に基づき、これを執行する。

ニ．社外取締役が意見や助言等を効果的に行えるように、社外取締役と社長その他経

営陣との「社長連絡会」を定期的に開催し、経営全般についての情報交換と認識

共有を行う。また、監査役が社外取締役・会計監査人・内部監査室との「監査連

絡会」を定期的に開催し、社外取締役と会計や監査にかかる情報共有と意見交換

を行う。

⑤当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制

イ．当社グループにおける業務の適正を確保するため、当社は「関係会社管理規程」

に基づいて当社グループ全体を統合した経営を行う体制を構築する。

ロ．当社の取締役を各関係会社の担当に任命する。当該取締役は常に担当する関係会

社の経営状態を掌握し、必要な場合には重要事案に参画し助言・協力を行う。

ハ．当該取締役は、担当する関係会社から月次決算書を始め経営上の重要な資料・情

報を提出させ、社長及び関係役員に状況を報告する。

ニ．当社の役員が子会社の監査役を兼務する。また、「内部監査規程」に基づき、当

社の内部監査室が定期的に子会社の内部監査を実施する。

⑥監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性

と監査役からの指示の実効性の確保に関する体制

イ．監査役がその職務を補助すべき従業員を置くことを求めた場合には、専任の監査

役補助者を配置する。

ロ．当該従業員の任命、異動については監査役の意見を十分考慮したうえで決定する。

ハ．補助期間内における当該従業員への指示・命令・評価は監査役が行うものとする。
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⑦当社及び子会社の取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役へ

の報告に関する体制

イ．当社グループの取締役及び従業員は、法定事項のほか、当社グループに重大な影

響を及ぼす事項や、取締役の職務執行に関する不正行為や法令・定款違反行為が

発生した事実もしくは発生する可能性がある場合には、監査役に都度報告する体

制を構築する。

ロ．監査役は、必要に応じていつでも、当社グループの取締役及び従業員に対して上

記内容の報告を求めることができる。

ハ．内部通報制度によって法務コンプライアンス室に通報された事項のうち、必要な

事項については、総務部長から監査役に報告を行う。

ニ．通報者が当該通報をしたことを理由としていかなる不利な取扱いも受けないよう、

通報者保護の厳正な運用を図る。

⑧監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

イ．監査役は、各部門の往査報告書を関係取締役及び社長に提出し監査結果の報告を

行う。また、監査役は定期的に社長と監査内容について話し合い、意見交換を実

施する。

ロ．社内の重要稟議書は決裁後全て監査役に回付され、問題点があれば関係者に指摘

がなされ、監査役意見が実効する仕組みとする。また、監査役は必要に応じてい

つでも取締役及び従業員に報告を求めることができる。

ハ．監査役は、会計監査人及び内部監査室と、それぞれ期初に監査方針、監査計画等

を打ち合わせるほか、定期的な会合等によって緊密な連携を図り、監査の実効性

を高めることとする。また、社外取締役との意見交換等を通じて、社外取締役と

適切に連携する。

ニ．「内部監査規程」により、内部監査室は年間スケジュールに沿って各部門の業務

内容を監査し、監査結果は必要に応じて監査役に報告する。

⑨監査役の職務の執行について生ずる費用等の処理に関する体制

監査役がその職務の執行をするために必要な費用または債務は、監査役からの請求

に基づき、当社が速やかに支出する。

⑩反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及び体制

イ．当社グループは反社会的勢力に対しては、取引を含めた一切の関係を遮断し、裏

取引や資金提供を絶対に行わないことを基本とし、排除に向けては、組織的な対

応、外部専門機関との連携及び有事における法的対応を基本原則とする。

ロ．この体制を構築するため、統括部門である総務部が「反社会的勢力排除マニュア

ル」に基づき、組織体制を始めとした取り組みの具体的内容について、全ての従

業員に周知徹底を図っていくものとする。
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(2) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

　当事業年度における主な運用状況の概要は以下のとおりです。

①コンプライアンス

・総務部法務コンプライアンス室では、社員に対する研修を計画的に実施するとともに、

内部監査室と連携して特定部署への教育・指導を適宜行い、法令遵守意識の維持・向

上を図っております。

・社内外に設置した内部通報窓口では、実際の通報に対して適切に対応し、法務コンプ

ライアンス室はすべての通報内容と対応結果をコンプライアンス委員会及び監査役へ

報告しました。また、「内部通報者保護規程」に基づき、当該通報者が不利益な処遇

を受けないよう対処しました。

・なお、コンプライアンス委員会における議事の内容はすべて取締役会へ報告しており

ます。

②リスク管理

・2018年９月の台風被災への対応を踏まえ、「業務の適正を確保するための体制」及び

「経営危機管理規程」を実態に合わせて改定するとともに、事業継続計画を刷新しま

した。また、有事において従業員の安否をいち早く確認する仕組みを構築し、その実

効性を確認するための訓練を実施しました。

・反社会的勢力との関係遮断を徹底するため、「反社会的勢力排除マニュアル」に則っ

た運用を厳格に実施しました。また、各拠点においては、不当要求防止責任者の選任・

届出を行い、所管警察署との連携強化を図っております。

③取締役の職務執行体制

・定例取締役会を毎月開催し、重要事項にかかる審議と執行決議を行うとともに、当社

グループの経営方針及び経営戦略について建設的な議論を行いました。さらに、経営

全般については、社外取締役と社長その他経営陣との間で「社長連絡会」を定期的に

開催し、社外取締役の意見や助言を効果的に行える環境を整えました。

・執行役員会議では、取締役会で決議された事項の業務執行状況を確認しました。
 

・当社役員が子会社の役員を兼任し、当該子会社の重要事案決定に参画するとともに、

経営上の重要な資料・情報を社長及び関係役員へ提出して、内容を報告しました。

④監査役による監査体制

・監査役は、各部門の往査報告書を作成し、社長及び関係取締役に監査結果を報告しま

した。また、社長と定期的に会合し、監査内容その他について意見交換を行いました。

・監査役は、年２回開催する「監査連絡会」を通じて社外取締役、会計監査人及び内部

監査室と緊密に連携しました。
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連結株主資本等変動計算書

( 自 2019年４月１日
至 2020年３月31日 )

（単位：百万円）

株 主 資 本

資本金
資本
剰余金

利益
剰余金

自己
株式

株主資本
合計

当 連 結 会 計 年 度 期 首 残 高 3,285 1,370 38,180 △441 42,394

当連結会計年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △770 △770

親会社株主に帰属する当期純損失 △934 △934

自 己 株 式 の 取 得 △379 △379

株主資本以外の項目の当連結
会計年度中の変動額(純額)

当連結会計年度中の変動額合計 － － △1,704 △379 △2,084

当 連 結 会 計 年 度 末 残 高 3,285 1,370 36,475 △820 40,309

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額
非支配
株主持分

純資産
合計

その他
有価証券
評価差額金

為替換算
調整勘定

退職給付
に係る

調整累計額

繰延
ヘッジ
損益

その他の
包括利益累
計額合計

当 連 結 会 計 年 度 期 首 残 高 1,910 313 △178 － 2,046 － 44,440

当連結会計年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △770

親会社株主に帰属する当期純損失 △934

自 己 株 式 の 取 得 △379

株主資本以外の項目の当連結
会計年度中の変動額(純額)

△464 △26 47 12 △430 40 △390

当連結会計年度中の変動額合計 △464 △26 47 12 △430 40 △2,475

当 連 結 会 計 年 度 末 残 高 1,446 287 △130 12 1,615 40 41,965
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連  結  注  記  表
１．連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記等

(1) 連結の範囲に関する事項

①　連結子会社の状況

・連結子会社の数　　　　　　３社

・連結子会社の名称　　　　　永大小名浜株式会社

Eidai Vietnam Co.,Ltd.

ＥＮボード株式会社

・連結の範囲の変更　　　　　　ＥＮボード株式会社を新たに設立したため、連結の

範囲に含めております。

②　非連結子会社の状況

・非連結子会社の名称　　　　永大スタッフサービス株式会社

永大テクノサポート株式会社

PT. Eidai Industries Indonesia

・連結の範囲から除いた理由　　非連結子会社は、いずれも小規模であり、合計の総

資産、売上高、当期純損益（持分に見合う額）及び利

益剰余金（持分に見合う額）等は、いずれも連結計算

書類に重要な影響を及ぼしていないためであります。

(2) 持分法の適用に関する事項

①　持分法を適用した関連会社の状況

・持分法適用の関連会社数　　１社

・会社の名称　　　　　　　　エヌ・アンド・イー株式会社

②　持分法を適用していない非連結子会社の状況

・会社の名称　　　　　　　　永大スタッフサービス株式会社

永大テクノサポート株式会社

PT. Eidai Industries Indonesia

・持分法を適用しない理由　　　持分法を適用していない非連結子会社は、当期純損

益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う

額）等からみて、持分法の対象から除いても連結計算

書類に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても

重要性がないため持分法の適用範囲から除外しており

ます。
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(3) 連結子会社の事業年度等に関する事項

　連結子会社のうち、Eidai Vietnam Co.,Ltd.の決算日は12月31日であります。連結計算

書類作成に当たっては、同日現在の計算書類を使用し、連結決算日との間に生じた重要な

取引については、連結上必要な調整を行っております。

(4) 会計方針に関する事項

①　重要な資産の評価基準及び評価方法

イ．満期保有目的の債券　　　　　　償却原価法（定額法）

ロ．子会社株式及び関連会社株式　　移動平均法による原価法

ハ．その他有価証券

・時価のあるもの　　　　　　　決算期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差

額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移

動平均法により算定）

・時価のないもの　　　　　　移動平均法による原価法

ニ．デリバティブ　　　　　　　　時価法

ホ．たな卸資産

・製品、仕掛品　　　　　　　　主として総平均法による原価法（貸借対照表価額

については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法

により算定）

・原材料　　　　　　　　　　　主として移動平均法による原価法（貸借対照表価

額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方

法により算定）

・貯蔵品　　　　　　　　　　　主として最終仕入原価法による原価法（貸借対照

表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げ

の方法により算定）

②　重要な減価償却資産の減価償却の方法

イ．有形固定資産

　　（リース資産を除く）

　　当社及び国内連結子会社は定率法を、また、在外

　連結子会社は定額法を採用しております。

　　ただし、当社及び国内連結子会社は1998年４月１

日以降に取得した建物（建物付属設備を除く）並び

に2016年４月１日以降に取得した建物付属設備及び

構築物については、定額法によっております。
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ロ．無形固定資産　　　　　　　　　定額法を採用しております。

　　（リース資産を除く）　　　　　なお、ソフトウェア（自社利用）については、社

内における利用可能期間（５年）に基づいておりま

す。

ハ．リース資産

・所有権移転外ファイナ

ンス・リース取引に係

るリース資産

　　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする

　定額法を採用しております。

ニ．長期前払費用　　　　　　　　　均等償却しております。

③　重要な引当金の計上基準

イ．貸倒引当金　　　　　　　　　　債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権に

ついては貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の

債権については個別に回収の可能性を検討し、回収

不能見込額を計上しております。

ロ．賞与引当金　　　　　　　　　　従業員の賞与の支給に充てるため、支給見込額に

基づき計上しております。

ハ．環境対策引当金　　　　　　　　「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進

に関する特別措置法」に基づくＰＣＢ処理費用等の

支出に備えるため、今後発生することとなる支出見

込額を計上しております。

ニ．災害損失引当金　　　　　　　　2018年９月４日に発生した台風21号による被害の

復旧等の支出に備えるため、当連結会計年度末にお

ける見積額を計上しております。

④　重要なヘッジ会計の方法

イ．ヘッジ会計の方法　　　　　　　繰延ヘッジ処理によっております。

ロ．ヘッジ手段とヘッジ対象　　　　ヘッジ手段…為替予約

　　ヘッジ対象…外貨建仕入債務、固定資産の取得

ハ．ヘッジ方針　　　　　　　　　　為替リスクの低減のため、対象債務の範囲内でヘ

ッジを行っております。

ニ．ヘッジ有効性の評価方法　　　　為替予約取引については、ヘッジ対象とヘッジ手

段に関する重要な条件が同一であり、高い相関関係

があると考えられるため、有効性の判定を省略して

おります。
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⑤　のれんの償却に関する事項

　2010年４月１日前に行われた企業結合により発生した負ののれんは、その効果の発現

する期間にわたって均等に償却することとしております。ただし、金額が僅少な場合は、

発生年度で一括償却しております。

⑥　退職給付に係る負債の計上基準

　退職給付に係る負債は、従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における

見込額に基づき、当連結会計年度末において発生していると認められる額を計上してお

ります。

　なお、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間

に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。

　過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）

による定額法により費用処理しております。

　数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数（10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年

度から費用処理しております。

　未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用については、税効果を調整の上、純

資産の部におけるその他の包括利益累計額の退職給付に係る調整累計額に計上しており

ます。

⑦　消費税等の会計処理

　消費税等の会計処理は税抜方式によっており、控除対象外消費税等は、当連結会計年

度の費用として処理しております。

２．表示方法の変更に関する注記

（連結損益計算書）

前連結会計年度において、「固定資産除却損」に含めて表示していた「固定資産撤去費用」

は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より区分掲記しております。

３．連結貸借対照表に関する注記

(1) 有形固定資産の減価償却累計額 38,886百万円
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(2) 財務制限条項

当社の連結子会社であるＥＮボード㈱の長期借入金のうち、3,135百万円について、財務

制限条項が付されており、当該条項の内容は次のとおりであります。

①2020年３月期以降、各年度の決算期の末日における連結貸借対照表における純資産の

部の金額を、直前の決算期の末日における純資産の部の金額の75％以上に維持するこ

と。

②2020年３月期以降、各年度の決算期における連結損益計算書の営業損益を２期連続し

て損失とならないようにすること。

４．連結損益計算書に関する注記

(1) 減損損失に関する注記

用途 場所 種類
減損損失
（百万円）

物流倉庫 大阪市住之江区
建物及び構築物 9

その他 0

当社グループは、キャッシュ・フローを生み出す単位として、事業用資産については事

業の種類別セグメントの区分別に、処分予定資産、遊休資産については個別資産別にグル

ーピングを行っております。

当連結会計年度において、物流倉庫の解体を意思決定したことに伴い、当資産グループ

の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失（９百万円）として計上し

ております。なお、当資産グループの回収可能価額は、正味売却価額により測定し、回収

可能額を零として評価しております。
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(2) 工場閉鎖損失に関する注記

当社山口・平生事業所内のＰＢ工場を閉鎖したことに伴い、工場閉鎖損失として73百万

円を計上しております。工場閉鎖損失の主な内訳は、棚卸資産の処分や人件費等の諸費用

59百万円、減損損失14百万円であります。なお、工場閉鎖損失に含まれる減損損失の内容

は次のとおりであります。

用途 場所 種類
減損損失
（百万円）

処分予定資産 山口県熊毛郡平生町
機械装置及び運搬具 13

その他 0

当社グループは、キャッシュ・フローを生み出す単位として、事業用資産については事

業の種類別セグメントの区分別に、処分予定資産、遊休資産については個別資産別にグル

ーピングを行っております。

当連結会計年度において、当社山口・平生事業所内のＰＢ工場を閉鎖したことに伴い、

処分予定資産を回収可能価額まで減額し、当該減少額を「工場閉鎖損失」として特別損失

に計上いたしました。なお、当資産グループの回収可能価額は、正味売却価額により測定

し、回収可能額を零として評価しております。

５．連結株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式の総数に関する事項

株 式 の 種 類 当連結会計年度期首の株式数 当連結会計年度増加株式数 当連結会計年度減少株式数 当連結会計年度末の株式数

普 通 株 式 46,783千株 －千株 －千株 46,783千株

(2) 剰余金の配当に関する事項

①　配当金支払額等

（ⅰ）2019年６月25日開催の第85回定時株主総会決議による配当に関する事項

・配当金の総額 385百万円

・１株当たり配当額 8.5円

・基準日 2019年３月31日

・効力発生日 2019年６月26日
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（ⅱ）2019年11月25日開催の取締役会決議による配当に関する事項

・配当金の総額 385百万円

・１株当たり配当額 8.5円

・基準日 2019年９月30日

・効力発生日 2019年12月６日

②　基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度に

なるもの

　　2020年６月25日開催予定の第86回定時株主総会において次のとおり付議いたします。

・配当金の総額 331百万円

・１株当たり配当額 7.5円

・基準日 2020年３月31日

・効力発生日 2020年６月26日
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６．金融商品に関する注記

(1) 金融商品の状況に関する事項

①　金融商品に対する取組方針

　当社グループは、設備投資等の必要な資金に対し、自己資金及び金融機関等からの

借入にて充当しており、一時的な余裕資金は主に流動性の高い金融資産で運用してお

ります。また、デリバティブは後述するリスクを回避するために利用しており、投機

的な取引は行わない方針です。

②　金融商品の内容及びそのリスク

　営業債権である受取手形及び売掛金並びに電子記録債権は、顧客の信用リスクに晒

されております。また、投資有価証券は、主に満期保有目的の債券並びに業務上の関

係を有する企業の株式、その他有価証券であり、市場価格を有するものは、その変動

リスクに晒されております。

　営業債務である買掛金及び電子記録債務は、そのほとんどが４ヶ月以内の支払期日

であり、一部外貨建の営業債務については、為替の変動リスクに晒されております。

　デリバティブ取引は、外貨建の営業債務及び予定取引に係る為替の変動リスクに対

するヘッジを目的とした先物為替予約取引であります。

　なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性

の評価方法等については、連結注記表「１．連結計算書類作成のための基本となる重

要な事項に関する注記等　(4)会計方針に関する事項　④重要なヘッジ会計の方法」を

ご参照ください。

③　金融商品に係るリスク管理体制

イ．信用リスク（取引先の契約不履行に係るリスク）の管理

　当社は与信管理規程に従い、営業債権について、各営業部門及び営業本部が主要

な取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引先ごとに期日及び残高を管理する

とともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。

　連結子会社についても、当社の与信管理規程に準じて、同様の管理を行っており

ます。

　満期保有目的の債券は、社債を中心として、有価証券運用管理規程に従い運用し

ております。

　デリバティブ取引については、取引相手先を高格付を有する金融機関に限定して

いるため信用リスクはほとんどないと認識しております。
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ロ．市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

　投資有価証券については、定期的に市場価格や発行体（取引先企業）の財務状況

を把握し、また、満期保有目的の債券以外のものについては、取引先企業との関係

を勘案して保有状況を定期的に見直しております。

　外貨建の営業債務及び予定取引については、相場に応じて先物為替予約を利用し、

為替の変動リスクに対するヘッジを行っております。

　デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限及び取引限度額等を定めた

運用ガイドラインに従い、担当部門が決裁権限者の承認を得て行っております。

ハ．資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）の管理

　当社は、各部門からの報告に基づき担当部署が適時に資金繰計画を作成・更新す

るとともに、手許流動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。

　連結子会社においても同様の管理を行っております。

④　信用リスクの集中

　当連結会計年度の連結決算日現在における営業債権のうち38％が特定の大口顧客に

対するものであります。
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(2) 金融商品の時価等に関する事項

　2020年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、

次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含

まれておりません（（注）２．参照）。

連結貸借対照表計上額
（百万円）

時価
（百万円）

差額
（百万円）

(1) 現金及び預金 6,439 6,439 －

(2) 受取手形及び売掛金 13,358 13,358 －

(3) 電子記録債権 6,819 6,819 －

(4) 投資有価証券 5,676 5,682 5

資産計 32,294 32,300 5

(1) 買掛金 5,230 5,230 －

(2) 電子記録債務 159 159 －

(3) 未払金 10,134 10,134 －

(4) 短期借入金 1,668 1,668 －

(5) 長期借入金 4,802 4,797 △4

負債計 21,994 21,990 △4

デリバティブ取引（※） 26 26 －

（※） デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。

（注）１．金融商品の時価の算定方法並びに有価証券取引及びデリバティブ取引に関する

事項

資　産

(1) 現金及び預金、(2) 受取手形及び売掛金、(3) 電子記録債権

　これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似している

ことから、当該帳簿価額によっております。

(4) 投資有価証券

　これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、社債は取引先金融

機関等から提示された価格によっております。
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負　債

(1) 買掛金、(2) 電子記録債務、(3) 未払金、(4) 短期借入金

　これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似している

ことから、当該帳簿価額によっております。

(5) 長期借入金

　長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合

に想定される利率で割り引いて算定する方法によっております。

デリバティブ取引

　デリバティブ取引の時価については、取引先金融機関から提示された価格によ

っております。

２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

区分 連結貸借対照表計上額（百万円）

非上場株式 1,390

　これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認め

られることから、「(4) 投資有価証券」には含めておりません。

３．金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額

１年以内
（百万円）

１年超
５年以内

（百万円）

５年超
10年以内

（百万円）

10年超
（百万円）

現金及び預金 6,439 － － －

受取手形及び売掛金 13,358 － － －

電子記録債権 6,819 － － －

投資有価証券

満期保有目的の債券

(1) 国債・地方債等 － － － －

(2) 社債 － 1,000 1,000 －

合計 26,617 1,000 1,000 －
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４．借入金の連結決算日後の返済予定額

１年以内
（百万円）

１年超
５年以内

（百万円）

５年超
10年以内

（百万円）

10年超
（百万円）

短期借入金 1,668 － － －

長期借入金 － 4,802 － －

合計 1,668 4,802 － －

７．賃貸等不動産に関する注記

　金額的な重要性に乏しいため記載を省略しております。

８．１株当たり情報に関する注記

(1) １株当たり純資産額 948円64銭

(2) １株当たり当期純損失 20円81銭

９．重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。

（ 17 ）



株主資本等変動計算書

( 自 2019年４月１日
至 2020年３月31日 )

（単位：百万円）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金 利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金

合計別途
積立金

特別償却
準備金

繰越利益
剰余金

当 期 首 残 高 3,285 1,357 256 31,400 28 1,360 33,045

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △770 △770

当 期 純 損 失 △1,174 △1,174

特別償却準備金の取崩 △14 14 －

自己株式の取得

株主資本以外の
項目の当期変動額
( 純 額 )

当 期 変 動 額 合 計 － － － － △14 △1,930 △1,944

当 期 末 残 高 3,285 1,357 256 31,400 14 △570 31,100

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
自己株式

株主資本
合計

その他有価証券
評価差額金

当 期 首 残 高 △441 37,246 1,910 39,157

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △770 △770

当 期 純 損 失 △1,174 △1,174

特別償却準備金の取崩 － －

自己株式の取得 △379 △379 △379

株主資本以外の
項目の当期変動額
( 純 額 )

△464 △464

当 期 変 動 額 合 計 △379 △2,324 △464 △2,788

当 期 末 残 高 △820 34,922 1,446 36,369
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個  別  注  記  表
１．重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

①　満期保有目的の債券　　　　　　償却原価法（定額法）

②　子会社株式及び関連会社株式 　移動平均法による原価法

③　その他有価証券

・時価のあるもの　　　　　　　決算期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額

は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平

均法により算定）

・時価のないもの　　　　　　　移動平均法による原価法

(2) デリバティブ等の評価基準及び評価方法

デリバティブ　　　　　　　　　時価法

(3) たな卸資産の評価基準及び評価方法

①　製品、仕掛品　　　　　　　　　主として総平均法による原価法（貸借対照表価額に

ついては収益性の低下に基づく簿価切下げの方法によ

り算定）

②　原材料　　　　　　　　　　　　移動平均法による原価法（貸借対照表価額について

は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算

定）

③　貯蔵品　　　　　　　　　　　　最終仕入原価法による原価法（貸借対照表価額につ

いては収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により

算定）

(4) 固定資産の減価償却の方法

①　有形固定資産

　　（リース資産を除く）

　定率法を採用しております。

　ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物

付属設備を除く）並びに2016年４月１日以降に取得し

た建物付属設備及び構築物については、定額法によっ

ております。

②　無形固定資産

　　（リース資産を除く）

　定額法を採用しております。

　なお、ソフトウェア（自社利用）については、社内

における利用可能期間（５年）に基づいております。

③　リース資産

・所有権移転外ファイナ

ンス・リース取引に係

るリース資産

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法を採用しております。

（ 19 ）



④　長期前払費用　　　　　　　　　均等償却しております。

(5) 引当金の計上基準

①　貸倒引当金　　　　　　　　　　債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権につ

いては貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権

については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込

額を計上しております。

②　賞与引当金　　　　　　　　　　従業員の賞与の支給に充てるため、支給見込額に基

づき計上しております。

③　退職給付引当金　　　　　　　　従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末にお

ける退職給付債務の見込額に基づき、当事業年度末に

おいて発生していると認められる額を計上しておりま

す。

　なお、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込

額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法につい

ては、給付算定式基準によっております。

　過去勤務費用については、その発生時の従業員の平

均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額

法により費用処理しており、数理計算上の差異につい

ては、各事業年度の発生時における従業員の平均残存

勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法によ

り按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処

理することとしております。

④　環境対策引当金　　　　　　　　「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に

関する特別措置法」に基づくＰＣＢ処理費用等の支出

に備えるため、今後発生することとなる支出見込額を

計上しております。

⑤　災害損失引当金　　　　　　　　2018年９月４日に発生した台風21号による被害の復

旧等の支出に備えるため、当事業年度末における見積

額を計上しております。

 (6) ヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法　　　　　　　繰延ヘッジ処理によっております。

②　ヘッジ手段とヘッジ対象　　　　ヘッジ手段…為替予約

　ヘッジ対象…外貨建仕入債務

③　ヘッジ方針　　　　　　　　　　為替リスクの低減のため、対象債務の範囲内でヘッ

ジを行っております。
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④　ヘッジ有効性の評価方法　　　　為替予約取引については、ヘッジ対象とヘッジ手段

に関する重要な条件が同一であり、高い相関関係があ

ると考えられるため、有効性の判定を省略しておりま

す。

 (7) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式によっており、控除対象外消費税等は、当事業年度の費

用として処理しております。

２．表示方法の変更に関する注記

（損益計算書）

前事業年度において、「固定資産除却損」に含めて表示していた「固定資産撤去費用」は、

金額的重要性が増したため、当事業年度より区分掲記しております。

３．貸借対照表に関する注記

(1) 有形固定資産の減価償却累計額 33,084百万円

(2) 保証債務

以下の関係会社の金融機関からの借入及び信用状に対し債務保証を行っております。

　　ＥＮボード株式会社 6,094百万円

(3) 関係会社に対する金銭債権、債務は次のとおりであります。

　　短期金銭債権 162百万円

　　短期金銭債務 2,171百万円

４．損益計算書に関する注記

 関係会社との取引高

　　売上高 5百万円

　　営業費用 9,525百万円

　　営業取引以外の取引高 5百万円

５．株主資本等変動計算書に関する注記

　当事業年度の末日における自己株式の種類及び株式数

普通株式 2,588千株
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６．税効果会計に関する注記

　(1) 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産

税務上の繰越欠損金（注）１． 1,361百万円

退職給付引当金 570百万円

関係会社株式評価損 344百万円

減損損失 176百万円

賞与引当金 122百万円

その他 288百万円

繰延税金資産小計 2,862百万円

税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額（注）１． △1,345百万円

将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 △1,268百万円

評価性引当額小計 △2,614百万円

繰延税金資産合計 248百万円

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 513百万円

特別償却準備金 6百万円

繰延税金負債合計 519百万円

繰延税金負債の純額 271百万円

（注）１．税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

1年超
5年以内

（百万円）

5年超

（百万円）

合計

（百万円）

税務上の繰越欠損金(※) － 1,361 1,361

評価性引当額 － △1,345 △1,345

繰延税金資産 － 15 15

（※）税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。

　(2) 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、

当該差異の原因となった主要な項目別内訳

当事業年度は税金等調整前当期純損失のため、注記を省略しております。
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７．関連当事者との取引に関する注記

子会社及び関連会社

属性
会社等
の名称

議決権等の
所有割合
（％）

関連当事者
との関係

取引
内容

取引金額
（百万円）

科目
期末
残高

（百万円）

子会社
永大

小名浜㈱
所有

直接100.0

当社仕様製
品の仕入等

役員の兼任

材料の支給 1,062 未収入金 94

製品の仕入等 4,172
買掛金

未払金

429

578

関連
会社

エヌ・
アンド・
イー㈱

所有
直接30.0

材料の仕入

役員の兼任
材料の仕入 2,017

買掛金

未払金

189

578

子会社
ＥＮ

ボード㈱
所有

直接65.0

債務保証

役員の兼任
債務保証 6,094 － －

（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等

が含まれております。

２．取引条件及び取引条件の決定方針等

①材料の支給及び製品、材料の仕入については、市場価格から算定した価格に基づき、

双方協議の上、決定しております。

②債務保証については、ＥＮボード㈱の金融機関との取引に対して保証を行ったもの

であります。なお、保証料の受取は行っておりません。

８．１株当たり情報に関する注記

(1) １株当たり純資産額 822円91銭

(2) １株当たり当期純損失 26円16銭

９．重要な後発事象に関する注記

　該当事項はありません。
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